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はじめに 

 

所沢市教育委員会では、平成２３年３月に所沢市教育振興基本計画、平成３１年３月に第２次

所沢市教育振興基本計画を策定し、「心身のたくましさ」「未来を拓
ひら

く知恵」「ふるさと所沢を愛

する心」の三つの“宝”を掘り起こして大きく育てるという基本理念のもと、各施策を推進してまい

りました。 

近年、人口減少や少子高齢化をはじめ、急速な技術革新・グローバル化の進展、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大や大規模な自然災害の発生などにより、人々の生活様式が大きく変化し

ています。また、ライフスタイルの多様化による地域コミュニティの状況の変化に加え、子どもを取

り巻く家庭環境も大きく変わっており、教育格差やヤングケアラーなど、教育に関する課題は多様

化・複雑化しています。 

子どもたちが、このような予測困難な社会を生き抜くためには、新たな価値を創造し、自らの人

生を切り拓く力を身につけるとともに、一人ひとりが主体的に社会に関わり、社会や時代の変化

に柔軟に対応することが必要です。また、人生１００年時代を迎えようとしている今、高齢者から若

者まですべての世代が生涯にわたって学び、活躍できる社会の実現が求められています。 

これらの背景を踏まえ、本市では、市民や有識者等で構成された所沢市教育振興基本計画

審議会からご意見をいただくとともに、市長部局を含む関係部署の管理職で構成された庁内検

討委員会とも協議を重ね、第３次所沢市教育振興基本計画（以下、「第３次計画」という。）を策

定いたしました。 

第３次計画においては、「自ら課題を見つけ、学び、考え、判断して行動する『生きる力』の育成」

「すべての人が、いつでも、どこからでも、誰とでも、自分らしく学ぶことができる環境の実現」「学

校・家庭・地域が連携し、効果的で持続可能な教育の実現」を基本方針として掲げました。今後

はこの方針に基づき、学校・家庭・地域と連携し各事業を着実に執行してまいります。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、ご尽力いただきました審議会委員の皆様をはじめ、貴

重なご意見をお寄せいただいた皆様に心から感謝申し上げるとともに、今後とも本市の教育振

興にご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

  令和６年３月  

 

所沢市教育委員会  
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 教育基本法（抜粋） 

 

● 教育基本法第１７条第２項に規定される地方公共団体の「教育の振興のための施策に関す

る基本的な計画」です。 

● 第３次所沢市教育振興基本計画は、第２次所沢市教育振興基本計画を踏まえ、教育委員会 

が今後５年間を通して目指す方向性や基本理念を示し、施策を体系化したものです。 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

所沢市教育委員会では、平成２３（2011）年度から平成３０（2018）年度を計画期間と

した「所沢市教育振興基本計画」、令和元（２０１９）年度から令和５（２０２３）年度を計画期

間とした「第２次所沢市教育振興基本計画」に基づき、教育の振興に取り組んできました。 

近年、急速な技術革新やグローバル化、少子高齢化の進行などにより、教育を取り巻く状

況が大きく変化しました。また、大規模な自然災害の発生や新型コロナウイルス感染症の拡

大などが、人々の生活に大きな影響を与えました。 

こうした予測困難な社会の状況を踏まえ、「第３次所沢市教育振興基本計画」を策定し、

本市における教育のより一層の振興を図ります。  

  

計画策定の趣旨  2 

計画の策定にあたり  序章 

教育振興基本計画とは  1 

（教育振興基本計画） 

第１７条  政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振

興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基

本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 

２  地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけ

る教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 
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第４期教育振興基本計画  

令和５（20２３）年度～令和９（202７）年度 

 

令和 6年度（202４年度）から令和 10年度（202８年度）までの５年間とします。 

 

● 国及び埼玉県の教育振興基本計画の内容を踏まえた計画です。 

● 市の最上位計画である所沢市総合計画の教育委員会所管事務を対象とします。 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 

第４期埼玉県教育振興基本計画  

令和６（20２４）年度～令和１０（202８）年度 

第３次所沢市教育振興基本計画  
令和６（20２４）年度～令和１０（202８）年度  

県 

所沢市 

部門別の計画 

第６次所沢市総合計画  
令和元（2019）年度～令和１０（2028）年度  

所沢市教育大綱 

所沢市教育行政推進施策 
（単年度実施計画）  

 

スポーツ推進計画 生涯学習推進指針 

図書館ビジョン 

計画期間  3 

計画の位置付け  4 
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❶ 人口減少と少子高齢化の進行 

本市の人口は、令和２（２０２０）年４月に過去最高値（344,６０４人）を記録し、ほぼ一定のま

ま推移した後、減少に転じ、令和１８（203６）年頃に３３万人を割り込むものと推計されています。

１４歳以下の年少人口は、令和５（20２３）年の３7,７８８人が、令和１５（20３３）年に３2,４１１人

へと減少する一方、６５歳以上の老年人口は、令和５年の９４,７０７人が、令和１５年に９８,３２９人

へと増加すると推計されています。また、外国人市民の人口は、平成２５（２０１3）年の 3,901 人

から令和５（２０２3）年に７,０２５人となり、近年増加傾向にあります。 

このような社会においては、市民の一人ひとりが持てる力を最大限発揮し、社会を維持・発展

できるよう、教育を通じて資質・能力を育むことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ 感染症拡大や大規模災害の増加 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、学校の臨時休業や学校行事の中止・縮小など教育環

境に大きな影響をもたらしました。また、近年、台風や豪雨による風水害や震災など、甚大な被害

をもたらす大規模自然災害が多数発生しています。 

学校施設は老朽化が進んでいるため、子どもたちが安全・安心に過ごせる場所として、環境の

視点を重視しながら対策を図るとともに、地域の避難所として、防災機能の強化にも取り組む必

要があります。また、感染症や災害など想定外の事象や困難な状況下においても、子どもたちの

学びを保障することが重要です。 

 

 

 

 

 

教育を取り巻く社会の動向  ５ 

343,993

343,965

344,320

344,233

344,216

343,637

344,070

343,529

342,988

342,362

341,618

340,759

339,784

338,697

337,501

336,201

334,802

325,000

335,000

345,000

28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年

（人）

実績値 推計値

令和平成

各年12月末日現在（令和６年以降は推計値）
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❸ 家庭・地域コミュニティの状況の変化 

核家族化の進行やライフスタイルの多様化などにより、地域社会における支え合いやつながり

が希薄化し、地域コミュニティ機能の低下が指摘されています。また、子どもの貧困やそれに伴う 

教育格差、ヤングケアラー＊1など、子どもを取り巻く家庭状況も社会的な課題となっています。 

子どもたちが健全に育つ地域社会を形成するためには、学校・家庭・地域の連携が大切であ

り、社会が一体となって未来の創り手である子どもたちの成長を支えていくことが必要です。 

 

 

❹ 技術革新・グローバル化の進展 

近年、人工知能（AI）、IoT＊2 等の先端技術の革新が進んでおり、我が国が目指す未来社会

のコンセプトとして「Society5.0＊3」が提唱されています。技術革新の進展により、今後、

ChatGPTなどの生成 AIやロボット等が労働を代替する可能性が指摘されており、雇用形態や

労働市場の変化が予想されています。 

また、グローバル化の進展により、新興国経済の急成長が進み、世界のＧＤＰに占める割合減

少等による日本の国際的存在感の低下が懸念され、国際競争の激化が予想されます。さらに、

国際紛争の発生による世界情勢の不安定化など、複雑で変化が激しく、先の見通しが難しい時

代となっており、自ら考え判断し、社会の変化に適切に対応していく力が求められています。 

 

 

❺ 持続可能な社会の実現 

世界共通の目標に掲げられる「SDGs＊4」では、豊かさの追求と地球環境の保護を両立しな

がら、誰一人取り残されず、人間らしく暮らしていくための社会的基盤を達成することが目標とさ

れています。また、脱炭素社会への取組も世界的な潮流となっており、本市においても「ゼロカー

ボンシティ」を表明し、令和３２（２０５０）年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指しています。 

教育においても、多様な背景や特性、意欲を持つすべての人が、自分らしく学ぶことができる

環境を実現するとともに、学びを社会の持続的な発展に還元していくことが求められています。 

また、長寿化が進展する人生１００年時代を見据え、すべての人のウェルビーイング＊5 実現の

ためにも、生涯を通じて学び続けることができる環境づくりが求められており、生涯学習の重要

性も一層高まっています。 

 
＊１ ヤングケアラー … 本来大人が担うと想定される家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。 
＊2 IoT … Internet of Thingsの略で、「モノのインターネット」と呼ばれ、インターネットに様々なモノをつなげる技術。  

＊3 Society5.0 … サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムによ 

り、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会。 

＊4 SDGs … 平成 27（2015）年に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」 

に掲げられた、「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のこと。 

＊5 ウェルビーイング … 身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることをいい、生きがいや人生の意義など 

将来にわたる持続的な幸福を含む概念。  
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未来への一歩となる確かな学力と自立する力を育てます  
 
第２次計画の成果  

◼ 「学び創造アクティブＰLUS」学力向上推進事業において、各学校で授業改善等の研究を

進めたことにより、学校・家庭・地域が一体となり、児童生徒の学力向上が図れました。  

◼ 小学校外国語科本格実施に向け、教材等の整備、AET（英語指導助手）及び外国語支援

員の派遣、指導者を招く研修会を積み重ね、CEFR＊１A  相当の生徒の割合を高めました。 

◼ GIGＡスクール構想のロードマップに従い、適宜計画変更を行いながら、ＩＣＴ機器やセキュリ

ティ面での環境整備を実施した結果、臨時休業等の緊急時においても、オンライン学習によ

る学びの保障が可能な体制を構築できました。 

◼ 市内全小学校にプログラミング教材を導入したことで、情報活用能力の向上が図れました。 

◼ 「中学生社会体験チャレンジ事業」により、中学生が職場体験を通じ学校では得られない経

験をすることで、自身の職業観・勤労観に気付き、自己理解を深める機会を創出できました。 
 

今後の課題  

◼ 児童生徒が、予測困難なこれからの時代において、よりよい人生を切り拓いていくため、「主

体的・対話的で深い学び＊２」の視点による授業改善をさらに図る必要があります。 

◼ 学びを社会の持続的な発展に還元していくためには、学習内容を実社会に関連付けること

が必要です。そのためには、まずは現代社会における解決すべき課題を知り、身近な問題と

して捉える機会を増やす必要があります。 

◼ 学習に困難のある児童生徒を含め、一人ひとりに合わせて個別最適化された学びを実現す

るため、教員の ICＴ活用能力の向上を図る必要があります。 

◼ 経済発展と社会的課題の解決の両立を目指す「Society5.0」の社会では、児童生徒の科

学的に思考し活用する力や、新たな価値を見つけて生み出す感性、好奇心・探求力を育成

することが求められます。 

 

＊１ CEFR … Common European Framework of Reference for Languages の略。 

外国語の運用能力を同一の基準で測ることができる国際標準。 

＊２ 主体的・対話的で深い学び … 児童生徒に必要な資質・能力を育むための学びの質に着目した授業改善

の視点に立った学び方。

子どもたちが未来へ主体的に歩む土台を築きます 基本方針 1 

基本目標 1 

第２次計画の振り返り  第1章 



第１章 ： 第２次計画の振り返り 
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一人ひとりが持っている思いやりのある豊かな心を育てます 

第２次計画の成果 

◼ 道徳の最新の情報や具体的な指導についての研修会を実施したことで、授業を中心に、学

校生活全体を通して子どもたちの豊かな心の育成が図れました。 

◼ 各学校において、資源回収、みどりのカーテン、節水、エコキャップ回収、食品ロス削減など

の取組を実施したことで、子どもたちの環境保全の意識向上が図れました。 

◼ 各学校及び所沢第二幼稚園において、地域の特性を生かし、体験的な学習や地域行事、清

掃活動への参加を促進したことで、地域を愛する心の育成が図れました。 

◼ 命に関わる事案を二度と起こさないため、所沢市いじめ問題対策委員会に市内の現状を報

告し、いじめ防止やいじめ発生時の対応について指導助言を受け、児童生徒を理解するた

めの教職員の資質向上研修や市費スクールカウンセラーの配置、課題解決に向けての専門

機関との連携を図りました。 

◼ 心理・福祉・医療の専門家が学校を巡回し、教職員にアドバイスすることにより、児童生徒一

人ひとりに応じた対応、学校の組織的な対応を一層効果的にすることができました。 

◼ 「教育相談事業」では、個々の状態に合わせた活動プログラムを実施するとともに、学校や

教職員との連携を綿密に行うことによって、児童生徒の社会的自立を推し進めることができ

ました。 

◼ 「就学相談事業」では、保護者からの申込により、児童生徒や保護者との面談及び観察を

行ったことで、適切な就学先を決定することができました。 

 

今後の課題  

◼ 教職員一人ひとりが、生徒指導・教育相談の充実に基づく「自殺予防」「命の大切さ」につ

いて引き続き強く意識し、すべての児童生徒が希望をもって毎日を過ごせるよう具体的な取

組を推進する必要があります。 

◼ 児童生徒の抱える不安や悩みは、いじめや不登校、学習における困難や経済的な問題、ヤ

ングケアラーなど、多様化・複雑化しています。課題の早期発見・早期対応を適切に行えるよ

う、スクールカウンセラー等の専門家を活用し、専門機関との連携を一層進めていくことが

求められます。 

◼ 脱炭素化やＳＤＧｓの視点を教育活動全体に取り入れ、気候変動や生物の多様性、資源の

枯渇、貧困の拡大など、多岐にわたる課題について、「持続可能な社会の実現」という目的

のもと総合的に取り組む必要があります。 

 

 

基本目標 2 



第１章 ： 第２次計画の振り返り 

 

7 

心身ともにたくましく生き抜く力を伸ばします 
 
第２次計画の成果 

◼ 各学校での食物アレルギーに関する課題を共有する検討委員会にて、課題解決に向けて、

対応マニュアルを見直しました。また、各校から報告された食物アレルギー発生事例を集約

し、事故防止の徹底に努めました。 

◼ 安心・安全な学校給食を安定的に提供するため、学校給食施設の衛生管理の徹底、調理

機器等の整備を実施するとともに、老朽化した学校給食センターの再整備を進めました。 

◼ 地場産物を積極的に給食の献立に取り入れ、地域への関心を高め、生産者や作物へ感謝

の気持ちを持つきっかけを作りました。 

◼ 栄養教諭・栄養士と学校が連携し、食と健康に関する指導に取り組むとともに、食育に関す

るイベントを実施し、望ましい食習慣や生活習慣を身につけさせる取組を推進しました。 

◼ 行政機関・警察・地域関係団体・学校等で連絡協議会を組織し、情報を共有しながら、登下

校の見守り、校外パトロール、防犯講習会、あいさつ運動等の活動を行ったことで、安全管

理体制の充実が図れました。 

◼ 市のスポーツ資源＊１である埼玉西武ライオンズ、さいたまブロンコス等のプロスポーツチー

ムやスポーツ少年団、地元社会人スポーツチームの協力のもと、児童生徒が運動する楽しさ

や喜びを感じられるイベントを実施し、運動好きな児童生徒の育成に努めました。 

 

今後の課題  

◼ 安心・安全な学校給食を安定的に提供するとともに、児童生徒が、身近な給食を通して地域

や農業に触れ、食の安全への理解や関心を深めることで、学んだ知識を実生活と関連づけ

られるように、学校給食・食育の充実を進めていく必要があります。 

◼ 地場産物を給食に活用した食育の充実を図るため、農業担当部門と連携し、農家との調整

や配送方法の検討などを行い、地場産物を安定的に使用できる体制を整えていくことが求

められます。 

◼ 災害や感染症等、児童生徒が体を動かすことを制限されるような状況が今後も発生するこ

とを想定し、学校・家庭・地域全体で児童生徒の運動不足や体力の低下を防ぐための取組

が必要です。 

 

 

 

 

 

＊1 スポーツ資源 … スポーツ活動に利用可能な素材。 

基本目標３ 
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生涯学習・社会教育が育む学びの絆をひろげます 
 
第２次計画の成果 

◼ 市民と行政が協働で企画・運営する「市民大学」や近隣の教育機関と行政の連携で企画・

運営する「官学連携共催セミナー」等では、高度化・多様化する市民の学習ニーズに対応す

るために、オンラインの活用や内容の見直しを行いました。 

◼ 市民ボランティアによる「IT相談事業」では、７０歳以上の市民からの相談が多く、高齢者の

デジタルデバイド＊１解消への一助となりました。 

◼ 「生涯学習ボランティア人材バンク運営事業」では、登録したボランティア講師とその知識や

技術を求める市民とのマッチングのために、新たに動画配信を取り入れたことで、利用の促

進につながりました。 

◼ 関係機関と連携した人権教育講座の開催や、人権啓発映像資料の貸出等を実施し、市民

や教職員の人権問題への理解を促進しました。 

◼ 公民館では、市民との協働による多様な講座の開催や学習情報の発信を行い、地域の学

習拠点としての機能充実を進めました。 

 

今後の課題  

◼ 持続可能な社会の実現のためには、多様な背景や特性・意欲を持つすべての人が、いつで

も、どこからでも、誰とでも、自分らしく学ぶことができる環境が必要です。また、災害等によ

る対面での学習機会が制限される状況を想定し、学びの保障・継続のためにも、社会教育

事業におけるデジタル活用を推進していく必要があります。 

◼ 高齢者、障害者、外国にルーツのある市民等が社会的に孤立しないように、デジタルデバイ

ドを解消する必要があります。 

◼ 市民の学習ニーズに対応した学習機会と多世代の学習意欲に配慮した学習内容の事業

実施を継続する必要があります。 

◼ 持続可能な社会の実現に向けた支援を継続し、市民がその知識や技術を必要とする人の

ために活用できるよう、学習を地域に還元するサイクルの促進が求められます。 

 

 

 

 

 

＊1 デジタルデバイド … インターネット等の情報通信技術を利用できる人と利用できない人との間にある 

情報格差のこと。 

学びの絆ひろがる豊かな人づくり・地域づくりを進めます 基本方針２  

基本目標 1 
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誰もが、いつまでも身体
か ら だ

を動かしたくなるマチをめざします  
 
第２次計画の成果 

◼ 簡単な体操を行う各種スポーツ教室を多数実施し、高齢者の健康増進・体力づくりにつな

げました。 

◼ 所沢市民体育館は、スポーツ庁よりゴールボール＊１のナショナルトレーニングセンター競技

別強化拠点施設に指定されており、選手の練習環境を整えるとともに、世界で競い合うため

の競技力向上に向けた環境整備を引き続き行いました。東京２０２０パラリンピックでは、女

子代表が銅メダル、男子代表が５位という好成績を収めました。 

◼ 「総合型地域スポーツクラブ支援事業」において、スポーツを愛する幅広い年齢層の人々が

集い、地域で自主的に運営される多世代・多種目型の総合的なスポーツクラブを支援する

ことで、スポーツによる地域活性化を推進しました。 

◼ スポーツ大会において優秀な成績を収めた市内在住・在学・在勤者に対し、毎年表彰を実

施することで、スポーツに対する意欲高揚を図りました。 

◼ 市内在住・出身の方で、各スポーツ分野の日本代表や日本一となった方を「所沢市ゆかり

のアスリート」に認定する制度を開始し、多くの市民に本市スポーツ分野で活躍する選手の

功績を周知しました。 

◼ 市内スポーツ関係団体と連携し、今までスポーツに取り組んでいない人でも楽しめる、 

ニュースポーツ＊２・ユニバーサルスポーツ＊３の体験会を多数実施することで、誰でも一緒に

取り組めるスポーツの普及を推進しました。 

 

今後の課題  

◼ 災害や感染症等、市民が体を動かすことが制限される状況においても、地域で運動不足や

体力の低下を防ぐための取組が必要です。 

◼ 障害の有無を問わず、誰でも気軽に一緒に取り組めるスポーツを通じて、世代間の交流の

促進や地域のコミュニティの活性化を図る仕組みが必要です。 

◼ 日常生活の中でスポーツを行う時間がない方に対しても、隙間時間でスポーツを行えると

いう啓発や方法の周知が必要です。 

 

 

 

＊1 ゴールボール … 視力に障害がある方を対象に考案された球技。アイシェード（目隠し）を着用した１チーム３人

のプレーヤー同士が、コート内で鈴入りボールを転がすように投球しあい、味方のゴールを防

御しながら相手ゴールにボールを入れることにより得点し、一定時間内の得点の多少により

勝敗を決するもの。 

＊２ ニュースポーツ … 競技性を重視せず、誰でも参加できることを目的とし、新しく考案・紹介されたスポーツ。 

＊３ ユニバーサルスポーツ … 障害の有無や年齢・性別を問わず、誰もが一緒に参加し、活動できるスポーツの 

総称。 

基本目標２ 
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生涯の学びを支える身近な情報拠点としての図書館をめざします 

第２次計画の成果 

◼ 図書館の開館時間内に来館や利用が困難な方に、予約した図書等を所定のコンビニエン

スストアで受け取り・返却できるサービスを実施し、利便性の向上を図りました。 

◼ 視聴覚資料の貸出数を、これまでの２点から、CD３点・DVD２点に拡大しました。 

◼ 図書館狭山ケ丘分館にて、毎週木曜日、午後７時まで開館時間の延長を始めました。 

◼ 埼玉県西部地域まちづくり協議会に日高市が加わり、相互利用を開始しました。 

◼ 図書館ホームページを活用した広報や情報提供など、オンラインでのサービスを拡充し、利

便性の向上を図りました。 

◼ 高齢者ケアに役立つ本や大活字本のリストを作成して、来館者や高齢者施設等に配布し、

サービスの充実を図りました。 

◼ 郷土資料及び行政資料等について、資料保存の必要性を周知し、貴重資料の提供を働き

かけ、収集と保存を進めました。 

◼ 資料選定モニターからの意見聴取や検討会議を実施し、図書資料の購入・寄贈資料の受

け入れを行い、市民の多様なニーズへの対応を図りました。 

◼ 子どもに絵本や紙芝居の読み聞かせを行う「おはなし会」や乳幼児向けの「親子おはなし

会」等のイベントを実施し、読書のきっかけとなる様々な場や機会を提供しました。 

◼ こども支援課、健康づくり支援課と連携して「ところっこ親子ふれあい絵本事業」を実施し、 

１歳６か月児健康診査の際に、絵本引き換えチケットを配布するとともに、読み聞かせを行う

取組を開始しました。 

 

今後の課題  

◼ 生涯にわたり読書に親しむには、子どもの頃の読書習慣や読書環境が重要です。スマート 

フォンや電子書籍の普及により、図書館離れや紙の本から離れる傾向が予測される中、資

料のデジタル化や電子図書館等の推進により、読書との接点を充実させる必要があります。 

◼ 地域における身近な情報拠点としての図書館の機能を維持するため、貴重な資料の収集や

幅広いジャンルの蔵書の充実、持続可能な施設の管理運営が必要です。 

◼ 読書活動に障害や困難のある市民や、図書館への来館が困難な条件にある市民の利用を

推進するため、対面朗読等のハンディキャップサービスや図書等取次サービス等の非来館

型サービスを拡充させる必要があります。 

◼ 子どもの年齢が上がるにつれて、本を読む冊数や図書館を利用する頻度が減少する傾向に

あるため、「読書離れ」の改善に向けて、子どもの読書活動推進にかかる事業の充実が必

要です。 

基本目標３ 
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歴史・伝統文化を大切にし ふるさと所沢の魅力を高めます  
 
第２次計画の成果 

◼ 国登録有形文化財「秋田家住宅」と敷地の整備活用を図るため「所沢市寿町歴史的建造

物整備活用基本方針」を策定し、「所沢のまちば」の歴史・文化を伝える取組を始めました。 

◼ 市指定無形民俗文化財「岩
いわ

崎
さき

簓
ささら

獅
し

子
し

舞
まい

」と「重松流
じゅうまりゅう

祭
まつり

ばやし」の保存団体と連携した発

表の場を設け、民俗芸能への市民理解を促進するとともに、後継者の育成にも努めました。

また、動画を市の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル上に公開することにより、気軽に民俗芸能に触れ

るきっかけを創出しました。 

◼ 民俗資料館と埋蔵文化財調査センターの団体見学、学校への出張授業など、学校と連携し

て昔のくらしや歴史を子どもたちに伝えることにより、ふるさと所沢を愛する心を育てました。 

◼ 埋蔵文化財包蔵地（遺跡）において、宅地造成や住宅建設など開発行為等が行われる前

に、埋蔵文化財の有無を確認する調査を行うとともに、破壊されてしまう遺跡では発掘調査

を実施することにより、遺跡の情報を記録・保存して後世に伝えました。 

◼ 県指定史跡「滝の城跡」では、複数回の発掘調査を実施することにより、整備に必要な情報

を得ることができました。調査成果は、説明会や報告書刊行を通じて市民等に公開するとと

もに、整備方針の検討も始めました。 

◼ 市民との協働により、「ふるさと所沢」の自然、歴史、芸術、文化及び産業等に関する資料や

情報を、収集、保存、調査研究しました。その成果を、展示や講座、体験学習会等の開催を通

じて市民等に伝えることにより、ふるさと所沢を愛する心を育てました。 

 

 

 

 

 

 

今後の課題  

◼ 文化財は、先人たちの営みとともに長い年月受け継がれてきたものであり、今後も保存と活

用のバランスを図りながら、長期的な視点に立ち、後世に継承していくことが必要です。 

◼ 市が所蔵する郷土資料等は転用施設で分散保存されており、また、所有者の代替わりなど

による寄贈の要望も増えていることから、散逸の危機にある郷土資料等を後世に継承してい

くためにも、良好な環境で一元管理できる収蔵施設が必要です。 

◼ 土地区画整理事業など市内の開発事業の増加に伴い、埋蔵文化財調査件数も増加傾向

にあります。  

基本目標４ 

重松流祭ばやし（ところざわまつり） 岩崎簓獅子舞 
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社会全体で子どもを育てる地域づくりを進めます  
 
第２次計画の成果 

◼ 市民のニーズに応じた子育てや家庭教育に関する講座を多数実施するとともに、各小中学

校区に家庭教育学級の開設を委託することで、保護者が地域や学校とつながりながら学び

合える機会を提供することができました。 

◼ 放課後支援事業「ほうかごところ＊１」において、放課後の小学校を児童の安全・安心な遊

び・学びの場として提供し、放課後支援員や地域のボランティアの見守りのもと、異なる年齢

同士で遊ぶことを通じて、子どもたちの豊かな体験と健やかな成長を支えました。 

◼ 地域内で異年齢の子どもたちが交流し、体験活動を行う「子ども会育成会」の活動を支援

することで、子どもたちの「生きる力」の育成につながる体験の機会が失われないよう努め

ました。 

◼ 自然体験、社会体験など子どもたちの様々な体験活動を行う社会教育関係団体を支援し、

地域ぐるみで子どもたちを育てる環境づくりを進めました。「子ども写生大会」では会場の変

更や内容のリニューアルにより、事業の継続と発展を実現できました。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の課題  

◼ 子どもたちが予測困難な時代に人生を切り拓いていくためには、自ら課題を見つけ、学び、

考え、判断して行動する力を身につけられるよう、豊かな体験が必要となります。 

◼ すべての教育の出発点である家庭教育を支え、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を担い

つつ連携することで、子どもたちが「生きる力」を育む基盤の構築が求められます。 

◼ 子どもの体験活動に取り組む各種団体を支援し、子どもたちが自ら実社会と関連づいた学

習ができる環境を整えていく必要があります。 

 

＊1 放課後支援事業「ほうかごところ」 … 児童の安全・安心な居場所を確保するとともに、創造性、自主性、社会  

性等を養うため、異年齢児間の遊び及び学びを通じた交流を促進し、 

地域住民による児童の健全育成を図るもの。 

地域とともに社会に対応した教育環境をつくります 基本方針３  

基本目標 1 

子ども写生大会 
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地域とともに歩む信頼される学校づくりを進めます 
 
第２次計画の成果 

◼ 指導主事が各学校を訪問し、学校運営や生徒指導上の課題を把握し、専門的な観点から

指導・助言を実施したことで、教育内容の一層の充実が図れました。 

◼ 学校と、児童生徒やその保護者、近隣住民等との間で生じる様々な問題について、学校が

教育問題に詳しい弁護士に直接相談し、法的側面からの助言を得たことで、問題の早期解

決が図れました。 

◼ 市内中学校４校に部活動指導員を配置したことで、部活動の充実並びに顧問教員の負担

軽減が図れました。 

◼ 各学校及び所沢第二幼稚園において、それぞれの地域特性を生かし、創意工夫を凝らした

教育活動を展開したことで、地域の伝統芸能に関する学習や地場産業の体験的な学習、保

護者・地域と連携した花壇への植栽、地域行事や清掃活動への参加などを進めることがで

きました。 

◼ 行政機関・警察・地域関係団体・学校等で連絡協議会を組織し、情報を共有したことで、登

下校の見守り、校外パトロール、あいさつ運動等の活動を行い、安全・安心な学校と地域づ

くりを推進できました。 

◼ 開かれた学校づくりの一環として、地域住民が学校運営に参画する「学校評議員制度＊１」

を活用したことで、保護者や地域住民等の幅広い意見を学校運営に生かせました。 

◼ 家庭で「メディアとの付き合い方」「家読
う ち ど く

」「家庭での役割」について考える「ウィークデイ 

チャレンジ」を実施したことで、家庭教育のきっかけをつくり出しました。 

今後の課題  

◼ 多くの教職員が児童生徒と向き合い、よりよい成長に向けた支援のため、教師力の向上に

取り組んでいる一方で、教職員による体罰や個人情報の紛失等といった不祥事が発生した

状況を真摯に受け止め、再発防止策を講じるとともに、一人ひとりの教職員が自らの使命と

誇りを再認識できるよう取り組むことが必要です。 

◼ 学校評議員制度等によって構築してきた学校・家庭・地域の連携を発展させ、教職員が、本

来業務である児童生徒との関わりや授業、専門性・指導力の向上に資する研鑽等に十分な

時間を確保し、効果的な教育活動を持続的に行える環境を整備することが必要です。 

◼ 国が進める部活動の地域移行への対応も含め、部活動指導員の増員等、部活動の充実並

びに顧問教員の負担軽減を進める必要があります。 

 

 

＊１ 学校評議員制度 … 校長が、保護者や地域の方々の意見を幅広く聞き、開かれた学校づくりを推進していく 

ための制度。 

基本目標２ 
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時代に応じ可能性を広げる教育環境を築きます 
 
第２次計画の成果 

◼ 市内小中学校で、ＩＣＴ機器やインターネット環境、セキュリティ面での環境を整備し、指導者

用デジタル教科書のコンテンツ配信サービスを導入できました。 

◼ 所沢市公共施設長寿命化計画＊１に基づく短期予防保全計画に則り、各学校の改修工事を

行いました。 

◼ 学校施設の既存照明のＬＥＤ化を進めるとともに、トイレの洋式化やバリアフリー化を行い、

学校環境を整備しました。 

◼ 学校教育に支障がない範囲で学校施設（体育館や校庭等）を開放することにより、地域に

根ざしたスポーツ活動を促進し、広く市民にスポーツ活動の場を提供しました。 

◼ スポーツ施設や公民館・図書館等の社会教育施設について、計画的な修繕や改修工事等

を実施し、安全に利用できるよう整備を進めました。 

◼ 「就学援助事業」により、経済的な理由で就学が困難と認められる世帯に対し、経済的負

担を軽減するため、給食費や学用品費等の一部を援助しました。 

◼ 「特別支援教育就学奨励費事業」により、特別支援学級等に就学する児童生徒の世帯に

対して、経済的負担を軽減するため、給食費や学用品費等の一部を援助しました。 

◼ 日本語支援を必要とする外国人児童生徒や帰国児童生徒に対して、基本的な日本語や生

活習慣等を身につけ、学校生活に適応できるよう、支援の充実が図れました。 

 

今後の課題  

◼ 多様な背景を持つ児童生徒が自分らしく学ぶことができる環境を実現するため、経済的な

理由により就学が困難な世帯や特別支援学級等に就学する児童生徒の世帯に対し、継続

して支援を行うとともに、制度の周知を図り、支援を必要とする世帯が制度を利用しやすい

よう取り組む必要があります。 

◼ 学校などの公共施設は、子どもたちや市民が、安全・安心に過ごせる場所であると同時に、

地域の避難所としても活用される場所であり、防災面での機能も持っているため、引き続き、

環境整備を進める必要があります。 

◼ 所沢市公共施設長寿命化計画に基づき、施設の長寿命化改修により、設備の老朽化対策

や省エネルギー化を効率的に行っていくとともに、同計画における公共施設の複合化につい

て、関係部局との横断的な調整を図ります。 

 

 

＊1 所沢市公共施設長寿命化計画 … 建物の劣化状況や維持管理・更新等に要する中長期的な財政負担を踏

まえ、ライフサイクルコストの縮減と施設総量の適正化を実現するため、令

和３年３月に所沢市が策定した計画。 

基本目標３ 



 

 

 
 

 

グランドデザイン  1 

基本 
理念 

みんなが持っている 

三つの“宝”を 

掘り起こして大きく育てます 

心身のたくましさ 

未来を拓
ひら

く知恵 

ふるさと所沢を愛する心 

 

 1 

 2 

 3 

基本方針 

自ら課題を見つけ、学び、考え、 

判断して行動する「生きる力」の育成 

すべての人が、いつでも、どこからでも、誰とでも、 

自分らしく学ぶことができる環境の実現 

学校・家庭・地域が連携し、 

効果的で持続可能な教育の実現 

1 
2 
3 

施策 

主な取組 

目標 
➊ 確かな学力の育成 

➋ 豊かな心の育成 

➌ 健やかな心と体の育成 

➍ 未来を生きる力の育成 

➎ 誰もが能力を育める環境の整備 

➏ 教育の質を高める環境の整備 

➐ 安全・安心な学習環境の整備 

➑ 生涯にわたり学び活躍できる環境の醸成 

➒ スポーツの推進 

➓ 歴史文化の継承 

“目標”の地面に根を下ろし、 

“基本方針”の大木を 

育てるよ 
 

１０個の「目標」をもとに「施策」を展開し、 

「主な取組」を推進することで、 

３つの方針の実現につなげます。 

第３次計画の構成  第 2章 
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心身のたくましさ 

「生きる力」すなわち知・徳・体のバランスのとれた力の土台ともいえるのが心身のたくましさ

です。自分を信じる力、他者を思いやる心を持ち、どんな困難にもあきらめず立ち向かってほしい。

そして、一歩踏み出すチャレンジ精神をもって、生涯にわたって、主体的な生き方を求め、いつまで

も健やかに生きてほしいという願いが込められています。 
 

未来を拓
ひら

く知恵 

予測困難な時代を迎える中で、様々な課題に向かって、今ある学問・芸術・技術・道徳などを

踏まえながらも、既存の価値観にとらわれない柔軟な発想の持ち主になってほしい。基礎的な知

識・技能に裏づけられた豊かな感性を備え、多様な人々と協働しながら新たな価値を創造するこ

とで、変化の激しい時代を生き抜いてほしいという願いが込められています。 

 

ふるさと所沢を愛する心 

自然と調和しながら暮らすことやふるさとへの愛情や誇りは、よりよい郷土を創造していく力の

源泉であり、私たちが国際社会を生きていく「基盤」にもなる大切なものです。武蔵野の豊かな

自然や文化、人々とのふれあいの中でふるさと所沢に愛情や誇りを持ってもらいたいという願い

が込められています。 

基本理念  2 

みんなが持っている 三つの“宝” を掘り起こして大きく育てます 

          一 心身のたくましさ 

         ニ 未来を拓
ひら

く知恵 

         三 ふるさと所沢を愛する心 
 

三つの “宝” に込めた願い 
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グローバル化や人工知能（AI）などの技術革新が進み、変化の激しい時代において、子ども

たちには、自ら課題を見つけ、学び、考え、主体的に判断して行動し、よりよい人生を切り拓いて

いくための力が求められます。子どもたちが学びを通して、社会の変化に適切に対応し、未来に

向かってたくましく生きていくことができる力を育みます。 

 

 

 

 

 

 

すべての人が、生きがいを感じながら豊かな人生を送れるように学べる環境が保障される

必要があります。誰一人取り残されることがないように、学習者の様々な背景や特性、意欲に応

じて、一人ひとりの多様な幸せが実現できる教育環境を整えます。 

 

 

近年、多様化・複雑化している子どもや学校に関する諸課題に対応し、子どもたちの未来に

向けて質の高い教育を実現していくためには、学校・家庭・地域が相互に連携し合うことが、 

これまで以上に必要です。社会全体で子どもたちが健全に育つ環境を支え、効果的な教育活

動を持続的に行える体制を築きます。 

 

  

２ 

基本方針  3 

自ら課題を見つけ、学び、考え、 

判断して行動する「生きる力」の育成 

基本方針 

❶ 

すべての人が、いつでも、どこからでも、誰とでも、 

自分らしく学ぶことができる環境の実現 

基本方針 

❷ 

学校・家庭・地域が連携し、 

効果的で持続可能な教育の実現 

基本方針 

❸ 
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所沢市イメージマスコット 

トコろん 
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推進 

 
 

 

「第３次所沢市教育振興基本計画」では、１０の目標と、目標達成のための２７の施策を

もって、計画を進めます。 

施策ごとの主な取組を９０項目設け、様々な事業を推進します。 

 

目標 施策 主な取組 

１ 確かな学力の 

育成 

 

 

 

P.21 

１ 一人ひとりの 

学力向上 

●各種調査結果の分析・活用  

●組織的な授業改善の継続  

●個別最適な学びと協働的な学びの充実 

●ＩＣＴを活用した学習の推進と情報活用能力の育成  

●学びの場の充実 

２ 学校段階間の連携 ●小中学校９年間を見通した教育の推進  

●幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続 

２ 豊かな心の 

育成 

 

 

P.24 

３ 豊かな心を育む教育

の推進 

●道徳教育の充実 ●読書活動の推進  

●郷土愛を育む教育の推進 

４ お互いに尊重し合う

心の育成 
●「命の大切さ」を実感できる教育の充実 

●いじめの未然防止、早期発見・対応、解決のための 

指導体制の充実  

●多様な人権課題に取り組む教育の推進 

３ 健やかな心と

体の育成 

 

 

P.27 

５ 健康の保持・増進 ●学校保健の充実  

●健全な生活習慣の確立に向けた支援  

●適切な性の理解や喫煙・飲酒・薬物乱用防止の 

●学校給食の充実 ●食育の推進 

６ 児童生徒の体力の 

向上 

●新体力テストの結果分析に基づく事業展開 

●運動好きな児童生徒の育成 

４ 未来を生きる

力の育成 

 

 

 

 

P.31 

７ 国際社会を生きる 

人材の育成 
●外国語教育の充実 ●国際理解教育の充実  

８ 新たな価値を 

創造する力の育成 ●非認知能力の育成 ●ＳＴＥＡＭ教育の推進  

９ 主体的に社会の形成

に参画する力の育成 
●体験活動の充実 ●キャリア教育の充実  

●主権者教育の推進 ●消費者教育の推進 

●持続可能な開発のための教育（ESD）の推進 

●環境教育の推進 

５ 誰もが能力を 

育める環境の 

整備 

 

 

 

 

P.36 

１０ 相談・支援体制の 

充実 

●教育相談体制の充実  ●不登校の未然防止と不登

校中の支援の充実 ●専門家からの助言や支援 

●関係機関との連携 ●教職員研修の充実 

１１ 学習に困難のある 

児童生徒への支援 
●特別支援教育の推進  

●困難の状況に応じた学習方法の充実  

●就学相談体制の充実 ●インクルーシブ教育の推進 

１２ 就学にかかる児童 

生徒への経済的支援 
●経済的負担の軽減 

１３ 日本語を母語としな 

児童生徒への支援 
●日本語教育の推進 

施策体系図  4 

い 
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目標 施策 主な取組 

６ 教育の質を 

高める環境の 

整備 

 

 

 

 

 

 

 

P.41 

１４ 教職員の資質・能力

の向上 

●教職員研修の充実  

●教職員の人事評価制度の活用  

●教職員の服務規律の保持と事故防止の徹底 

●教職員の心身の健康の保持増進 

１５ 学校の組織運営の 

改善 

●リーダーシップを発揮できる管理職の育成 

●勤務時間を意識した働き方の推進 

●業務負担軽減への取組 

１６ 家庭・地域との 

連携・協働による 

教育力の強化 

●コミュニティ・スクールの導入・推進  

●放課後の居場所づくり ●持続可能な部活動の運営  

●ＰＴＡ活動への支援 ●家庭教育への支援  

●地域の教育活動への支援と青少年教育の推進 

１７ 教育環境の 

デジタル化の推進 

●学校教育におけるＩＣＴ環境の充実   

●ＩＣＴを活用した指導力の向上●生成ＡＩ研究の推進 

７ 安全・安心な 

学習環境の 

整備 

 

P.47 

１８ 安全な学校づくりの

推進 

●安全・防災教育の推進 

●学校と教職員の危機管理能力の向上 

●家庭・地域と連携した防犯・防災体制の推進 

１９ 学校施設の整備・適正

化とゼロカーボンシティ

の推進 

●学校施設の整備・適正化   

●多様化するニーズへの対応 

●ゼロカーボンシティの推進 

８ 生涯にわたり 

学び活躍できる

環境の醸成 

２０ 社会教育環境の充実 ●社会教育施設の整備・適正化 

●市民ニーズに対応した学びの提供  

●地域や各種団体等の人材の活躍機会の拡充 

●公民館事業の充実 ●社会教育事業でのデジタル 

活用の推進と情報格差の解消 

２１ 地域における 

情報拠点としての 

図書館の充実 

●図書館サービスの充実   

●生涯にわたる読書活動の推進   

●資料収集と蔵書構成の充実  

●子どもの読書活動の推進 

  

P.50 

２２ 地域課題の解決に 

向けた学びの活用 
●現代的・社会的課題に対応する学習の充実  

●人権教育の推進 ●学びの成果の活用の推進 

９ スポーツの 

推進 

 

 

 

P.55 

２３ スポーツを通じた 

健康増進 

●多様なニーズにこたえるスポーツ活動の充実  

●ライフステージに合わせた運動機会の創出 

●ユニバーサルスポーツの推進 

２４ スポーツ環境の充実 ●スポーツ施設の整備・適正化 

●市内スポーツ関係団体への支援  

２５ スポーツを通じた 

地域の活性化 
●プロスポーツとの連携  

●アスリートへの支援 ●パラスポーツの推進 

１０ 歴史文化の 

継承 

 

 

P.59 

２6 文化財の保存と活用 ●文化財や民俗芸能の保存継承  

●文化財の公開活用 ●歴史的建造物の保存活用  

●埋蔵文化財の調査と保存活用 

27 「ふるさと所沢」の 

調査研究 

●「ふるさと所沢」の資料調査  

●「ふるさと所沢」の資料保存施設の整備 

●「ふるさと所沢」の魅⼒発信 
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技術革新が急速に進み、予測困難と言われるこれからの時代の中で、児童生徒一人ひとりが

自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な

人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の

創り手となることができるよう、確かな学力の育成の取組を進めます。 

 
 
 

   

 

 
 

◼ 各種調査結果の分析・活用 

児童生徒の学力向上のため、各種学力調査の結果を分析し、一人ひとりの学力向上に必要

な支援に役立てることで、児童生徒が学力の伸びを実感できるようにします。 

▶ 取組の具体例 

 全国学力・学習状況調査 

 埼玉県学力・学習状況調査 

 所沢市ステップアップ調査（所沢市独自の学力調査） 

 

◼ 組織的な授業改善の継続 

児童生徒に確かな学力を身につけさせるために、教師一人ひとりの指導力向上を図り組織的

な授業改善を行い、「わかる授業」を実践します。 

▶ 取組の具体例 

 トコろん学力向上プロジェクト事業＊１ 

 学校指導訪問＊２ 

 

 

＊1 トコろん学力向上プロジェクト事業 … 「認知能力と非認知能力の育成」を取組の柱とし、子どもたち一人  

ひとりの「未来を切り拓く力」を育成する事業。これまで取り組んできた

学力向上推進事業の取組を土台とし、新たなアプローチや、定量的な

評価による分析も取り入れた学力向上推進事業。 

＊2 学校指導訪問 … 教育行政施策の浸透や教育課程の管理等、学校教育の専門的事項について指導・助言

し、学校教育の充実を図る取組。 

第３次計画の施策展開  第 3章 

確かな学力の育成  目標 1 

【施策１】 一人ひとりの学力向上 
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◼ 個別最適な学びと協働的な学びの充実 

新しい時代に求められる資質・能力である言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等

の育成のため、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を図るとともに、「個別

最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させます。 

▶ 取組の具体例 

 学校力向上プログラム＊１ 

 学力向上支援講師の配置 

 

◼ ＩＣＴを活用した学習の推進と情報活用能力の育成 

児童生徒の情報活用能力を育成するため、情報と情報技術を活用した問題の発見・解決等

の方法や情報モラル等に関する知識を習得させます。また、情報や情報技術を適切かつ効果的

に活用する力を高め、情報社会に主体的に参画し、その発展に寄与しようとする態度を身につけ

させます。  

▶ 取組の具体例 

 ＩＣＴを活用したプログラミングに関する学習 

 教育センターＩＣＴ教育推進研修 

 これからのコンピュータネットワーク調査活用研究協議会 

 

◼ 学びの場の充実 

児童の学力向上のため、学校教育活動のほかに学力向上プロジェクトを開催し、学びの場の

充実を図ります。 

▶ 取組の具体例 

 「トコろんのびのび塾＊２」算数基礎学力向上プロジェクト事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 学校力向上プログラム … 学校の研修や研究に指導者を派遣し、学校力の向上に向けて支援する研修会。 

＊2 トコろんのびのび塾 … 地域の教育力を活用し、算数の基礎学力の向上と学習意欲の向上を図るとともに、 

中１ギャップ解消の一助とする学力向上推進事業。 

トコろんのびのび塾 
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◼ 小中学校９年間を見通した教育の推進 

小学校から中学校への進学における新しい環境での学習や生活へ移行する段階で、生徒指

導上の諸問題につながってしまう「中１ギャップ」を防止し、小学校から中学校への接続を円滑

なものとするため、児童生徒の発達段階に応じた指導を小中学校間で共有してより効果の高い

指導を行います。 

▶ 取組の具体例 

 小学生による中学校見学 

 教職員による小中合同研修会 

 小学校高学年の教科担任制の推進 

 

◼ 幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続 

生涯にわたる人格形成や就学後の学びの土台を作る幼児教育において、教育の連続性・一

貫性を確保し、子どもに対して体系的な教育が組織的に行われるようにするため、幼稚園・保育

所・認定こども園と小学校間で連携し、就学前教育と小学校教育の円滑な接続を図ります。 

▶ 取組の具体例 

 幼保小による情報交換会  

 幼保小による相互授業参観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策２】 学校段階間の連携 
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児童生徒が自立して前向きに生きていくために、自己肯定感の醸成を図るとともに、一人ひと

りがかけがえのない大切な存在であること、自分も友だちも大切にしてほしいことなどを伝え、生

きる力の基礎となる豊かな心を育成します。また、学校・家庭・地域が連携し、読書活動や郷土愛

を育む教育なども推進します。さらに、いじめの未然防止、早期発見、早期対応と解消に向けて

学校や関係機関等と連携を図り、お互いに尊重し合う心を育みます。 

 
 
 

   

 
 
 

◼ 道徳教育の充実 

児童生徒の他人を思いやる心や生命を大切にする心、規範意識などを育むため、「特別の教

科 道徳」の授業を充実させ、道徳的課題に児童生徒が向き合う「考え、議論する道徳」の学習

を展開することにより、道徳教育を推進します。 

▶ 取組の具体例 

 教育センター研究員制度＊１ 

 学校指導訪問  

 学校への研究委嘱 

 

◼ 読書活動の推進 

児童生徒の読書活動の充実を図るため、全小中学校に学校司書を配置し、学校図書館の資

料閲覧、貸出、ガイダンス、レファレンスサービスの機能向上と、司書教諭やボランティア、所沢図

書館との連携強化を図ることで、読書活動を推進します。 

▶ 取組の具体例 

 家読
う ち ど く

（家庭での読書） 

 学校司書研修会 

 学校図書館蔵書管理システムの整備 

 

 

 

 

＊1 教育センター研究員制度 … 教科等の専門的な研究や、基本テーマに基づく指導法の実践的な研究を行

い、資質向上と本市教育の振興に資する制度。 

豊かな心の育成  目標２ 

【施策３】 豊かな心を育む教育の推進 
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読書活動の推進（学校司書による支援）  昔の道具体験 

 

 

◼ 郷土愛を育む教育の推進 

市の人、自然、産業や文化と歴史に触れ、所沢市に愛着を持ち、地元を誇りに思う心情や態度

を培うため、市の自然や歴史文化を子どもたちにわかりやすく伝え、学びのきっかけを作ることに

より、「ふるさと所沢」への愛着心を育てます。 

▶ 取組の具体例 

 特色ある学校づくり支援事業＊１ 

 体験活動 

 地域人材の活用 

 小学校社会科副読本を活用した郷土学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

◼ 「命の大切さ」を実感できる教育の充実 

「子どもたち一人ひとりはかけがえのない存在であり、誰もが夢や希望を持てるようにしたい」

「自分も友だちも大切にしてほしい」という願いの実現のために、子どもたちの自己肯定感を高

める取組を推進します。  

▶ 取組の具体例 

 心のエネルギープロジェクト＊２ 

 トコろん学力向上プロジェクト事業 

 生命尊重に関する教育の充実「ＳＯＳの出し方に関する教育」「ストレスマネジメント教育」 

 命の大切さを実感させる取組「赤ちゃんふれあい事業」 

 

＊1 特色ある学校づくり支援事業 … 各学校の特色ある教育課程の編成と実施事業に対し、教育委員会がその 

  事業を支援するもの。 

＊２ 心のエネルギープロジェクト … すべての子どもたちの生命尊重を願い、子どもへの愛情と理解を深めながら健 

 やかな成長を促すための学校内外における様々な取組。 

【施策４】 お互いに尊重し合う心の育成 
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心のエネルギープロジェクト 

菅野 純 （２００８）「心のピラミッド」改編 

 スクールカウンセラーとの面談 

 

 

◼ いじめの未然防止、早期発見・対応、解決のための指導体制の充実 

「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうるものである」という認識のもと、いじめを許

さない学校づくりやいじめの未然防止を図るために、生徒指導・教育相談体制の充実を図ります。 

▶ 取組の具体例 

 生徒指導・いじめ問題対策員、心理士による学校訪問 

 所沢市いじめ防止基本方針、所沢市いじめ対応マニュアルの作成 

 所沢市いじめ問題対策委員会 

 心のふれあい相談員＊１の配置 

 所沢市スクールカウンセラーの配置 

 

◼ 多様な人権課題に取り組む教育の推進 

子どもたちが人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるようにするた

め、児童生徒の発達段階に応じて、人権に関する正しい知識や態度を身につけられる教育を推

進します。 

▶ 取組の具体例 

 人権作文 

 人権標語 

 校内研修（人権教育） 

 所沢市人権教育研修会への参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ 心のふれあい相談員 … 小中学校における相談活動や家庭訪問等を行い、不登校やいじめ問題の未然防止  

や解消を図る相談員。 
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子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう、学校・家庭・地域で連携しながら、望ましい

食生活や生活習慣の定着に向けた取組を進めます。また、より多くスポーツを行うことは、子ども

たちの体力を高めることにつながるため、各学校と連携し、児童生徒がスポーツを身近に感じら

れる取組を推進します。 

 
 
 

   

 
 
 

◼ 学校保健の充実 

子どもたちの健康の保持増進のため、各学校で学校保健計画を作成し、家庭や関係機関と

連携して推進するとともに、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、ＰＴＡなどで構成する学校保健委

員会の活動を通じ、児童生徒の保健教育・保健管理の充実を図ります。 

▶ 取組の具体例 

 定期健康診断 

 就学時健康診断 

 学校・地域における健康課題解決に向けての委員会活動 

 学校環境衛生検査 

 

◼ 健全な生活習慣の確立に向けた支援 

生涯にわたる心身の健康づくりの土台を作るため、心身の成長期において不可欠である健康

的な生活習慣確立のための教育や、学校歯科保健活動の充実を図ります。また、食物アレルギ

ーの適切な対応に向け、教職員研修の実施や緊急対応時の体制整備など、家庭や地域と連携

しながら学校全体での取組を進めます。 

▶ 取組の具体例 

 健康状態に応じた健康相談や保健指導 

 むし歯のない子表彰（小学校５年生対象） 

 歯・口の健康に関する図画・ポスター・啓発標語コンクール 

 学校における食物アレルギー対応マニュアルの作成 

 学校における緊急時対応研修 

  

 

健やかな心と体の育成  目標３ 

【施策５】 健康の保持・増進 
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  専門講師派遣事業（性に関する指導） 

 

 

◼ 適切な性の理解や喫煙・飲酒・薬物乱用防止の推進 

家庭や社会の環境が大きく変化する中、児童生徒の心身の健康の保持増進のため、家庭・地

域・関係機関と連携しながら児童生徒の発達段階に合わせた適切な指導を行うことで、性や喫

煙、飲酒、薬物に関する正しい知識を身につけさせます。 

▶ 取組の具体例 

 保健教育専門講師派遣事業（性に関する指導） 

 薬物乱用防止教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 学校給食の充実 

児童生徒の健全な心身を育み、食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけさせるた

め、献立研究を推進し、給食内容の充実を図ります。また、安心・安全な給食を安定的に提供す

るため、衛生管理の徹底や学校給食施設・調理機器等の整備を進めます。 

▶ 取組の具体例 

 調理方法研究会 

 学校給食衛生管理講習会 

 学校給食センター再整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第２学校給食センター 
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◼ 食育の推進 

児童生徒が食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけるため、給食時間はもとより、

各教科・特別活動・総合的な学習の時間等の学校教育全体を通じて食育の推進に取り組むとと

もに、家庭や地域への食育に関する啓発や情報提供を図ります。また、児童生徒が給食を通じて

地域や農業に触れ、食への理解や関心を深め、学んだ知識を実生活と関連づけられるよう、環

境負荷軽減に資する農産物なども取り入れながら地場産物の積極的な活用を進めます。 

▶ 取組の具体例 

 学校給食センターサマーフェスタ＊１ 

 学校給食展＊２ 

 食育フォーラム＊３ 

 オーガニック給食事業＊４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 学校給食センターサマーフェスタ … 夏休みに学校給食センターで開催している、児童生徒・保護者・一般市

民を対象とした施設見学会。  

＊２ 学校給食展 … １月の全国学校給食週間にちなんで児童生徒が取り組んだ給食にまつわる作品の展示会。 

＊３ 食育フォーラム … 保護者や一般市民を対象とした食に関する講演会と給食試食会。 

＊４ オーガニック給食事業 … 所沢産のオーガニック野菜を使用した学校給食を提供する事業。 

 

 

 

生活科「そら豆のさやむきにチャレンジ」授業  学校給食センターサマーフェスタ 

 




